
公拡法「４条届出」「５条申出」における手続きの流れ 

土地所有者 

周南市長 

（担当課：都市政策課） 

山口県庁（関係課） 

周南市役所（関係課） 

有償譲渡予定者 

又は第３者 

【４条届出】   【５条申出】 

買取協議を行う 

回答をした関係課 

土地所有者 

公共事業関係課に対し、届出土地の

買取り協議を行う希望があるか照会。 

【買取協議】 

担当課からの通知連絡により、公共事業関係課と土地所有者で 

買取りに向けた諸条件の直接協議を行います。 

【集約  審査】 

周南市長 

（担当課：都市政策課） 

協議希望課 あり 

【受理日から 3 週間以内に結果通知】 

協議希望課 なし 

【受理日から 3 週間以内に結果通知】 

※４条届出要件に該当する場合や５条申出を行う場合は、 

民間同士による売買等を一時保留してください。  

土地所有者 

買取り希望課へ 

協議準備の連絡 

買取協議の結果 

合意できず 
買取協議の結果 

 合意 

 

買取協議を行う 

回答をした関係課 
土地所有者 

【譲渡契約】 

合意後、契約に向けて詳細協議を行います 

【譲渡可】 

公拡法届出等に伴

い手続中における他

への譲渡制限を解

除 

【受 理】 

【照 会】 

【回 答】 


